
臨時選挙管理委員会議事録 

 

 下記のとおり定例選挙管理委員会を開催したので、議事の要旨について記録

する。 

１．日 時  令和3年6月6日（日）、11時 ～12時 

２．場 所  半田市役所 3階 和室 

３．出席者  （委員長）服部裕子、（委員）尾前宣男、前田早苗、成田吉毅 

       （事務局）山本書記長、石島書記、木原書記 

４．議 題  (1) 4月8日開催の選挙管理委員会議事録について 

       (2) 選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数、当日有権者数

について 

         ①選挙人名簿登録者数について 

         ②在外選挙人名簿登録者数について 

         ③定時登録に伴う告示について 

         ④当日有権者数について 

(3)専決した告示について 

(4)投票状況について 

(5)投票所の巡視について 

(6) その他 

全国市区選挙管理委員会連合会東海支部総会資料 

愛知県選挙管理委員会の直接請求制度の運用に関する提案

書等 

次回、次々回の選挙管理委員会について 

 

【議事】 

委員長 委員会の開催宣言。 

議題(1)「令和3年4月8日開催の定例選挙管理委員会議事録」につ

いて、事務局に説明を求めた。 

事務局 議事録について説明した。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 最初の議題の、前回議事録の承認に係る委員会開催日が、令和3

年2月25日開催とすべきところ、誤って令和2年11月24日開催と記載。

→事務局修正対応。 

委員長 事務局作成の議事録について、承認することを決定した。 

半田市選挙管理委員会規程第14条に基づき、成田委員を署名者と

して指名した。 

議題(2)「選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数、当日有権者

数」について、事務局に説明を求めた。 



事務局 「選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数」①、②について、

以下のとおり説明した。 

① 6月 1日現在の選挙人名簿登録者数について、以下のとおり資料

に基づき説明し、承認を求めた。 

令和 3 年 3 月 1 日定時登録における選挙人名簿登録者総数男

48,655人、女 48,387人、合計 97,042人 

随時抹消者は、 

男 506人、女 410人、合計 916人。 

内訳として、死亡による抹消者が、 

  男 147人、女 134人、合計 281人。 

   転出後 4ヶ月経過による抹消者が、 

  男 350人、女 272人、合計 622人。 

   表示登録から外れた者及び失権（職権削除）による抹消者が、 

  男 9人、女 4人、合計 13人。 

 （内、職権による抹消者は、男 0人、女 0人、合計 0人） 

   転入、18歳到達者及び帰化などに伴う登録者数は、 

  男 544人、女 407人、合計 951人。 

 したがって、令和 3年 6月 1日基準日における選挙人名簿登録者

数は、 

  男 48,693人、女 48,384人、合計 97,077人である旨を説明。 

② 在外選挙人名簿登録者について、以下のとおり資料に基づき説

明し、承認を求めた。 

令和 3年 3月 1日現在の在外選挙人名簿登録者数 

 男 25人、女 40人、合計 65人。 

抹消者が女性 1名、国内定住によるもので、 

 登録者数は、 

男 25人、女 39人、合計 64人となる旨を説明。 

あわせて、愛知県選挙管理委員会への報告について、以下のとおり

資料に基づき説明し、承認を求めた。 

選挙人名簿登録者数：合計 97,077人 

         （内訳：男 48,693人、女 48,384人） 

在外選挙人名簿登録者数：合計 64人 

         （内訳：男 25人、女 39人） 

 

定時登録に伴う告示について、半田市選挙管理委員会告示第 24

号により、令和 3年 6月 1日現在において、以下の請求に必要な選

挙権を有する者の数について説明し、承認を求めた。 

１． 地方自治法の規定による直接請求 1,941人 



２． 市町村の合併の特例等に関する法律の規定による合併協議 

会設置の請求 16,173人 

３． 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による 

解職請求 32,346人 

 

また、市長選挙、市議会議員補欠選挙の投票日当日の有権者数に

ついては、男 47,783人、女 47,596人、合計 95,379人です。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 定時登録者数と当日有権者数の相違について伺いたい。 

事務局 6 月 1 日基準日の定時登録者数と 6 月 6 日選挙当日の有権者数に

ついて、システム処理の過程を含めて違いを説明した。 

委員 質問、意見等なし 

委員長 意見などはないため、議題(2)について、事務局説明のとおり承

認することを決定した。 

次に、議題(3)「専決した告示」について、事務局に説明を求め

た。 

事務局 5月 30日告示日前を 4件、告示日の選挙管理委員会告示を 10件、

選挙長告示を 6件行ったことを説明。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 告示の内容には直接関係ないが、選挙公報に係る選挙管理委員会

規程や掲載順のくじの説明は理解できたが、有権者からあった問合

せ（表裏の認識が異なり、特定の候補者に有利な構成にしていると

いう趣旨の指摘。実際は規程に沿った正しい作り方でくじにより掲

載順を決めているため、ご指摘自体は誤解）も理解できるため、今

後の選挙公報の作成の仕方を考えてみてはどうか。 

事務局 過去に規程の見直しに話が及んだ経過があるかは承知していま

せんが、ご指摘をいただきましたので、見直す機会と捉え、検討課

題といたします。 

委員長 他に意見などはないため、議題(3)について、事務局説明のとお

り承認することを決定した。 

「(4)投票状況について」「(5)投票所の巡視について」事務局に

説明を求めた。 

事務局 期日前投票や 6 日（日）10 時 30 分までの投票率、投票状況を紹

介するとともに、6 日（日）午後に全投票所を分担して巡視いただ

くこと、巡視の際に新型コロナウイルス感染症対策への状況等を聴

取することを説明、確認した。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 



委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 「(6)その他」について、事務局に説明を求めた。 

事務局 下記の点を、資料で説明 

・参集しての総会開催が見送られた令和３年度全国市区選挙管理委

員会連合会の資料要旨について 

・愛知県知事解職請求に係り、愛知県選挙管理委員会がとりまとめ

られた「直接請求制度の運用に関する提案書」について説明 

事務局 次回、次々回の日程の調整について 

【日程調整→次回、令和3年8月下旬に開催予定で別途日程調整、

次々回は9月から10月にかけて執行見込の衆議院議員選挙執行時に

開催予定とする。】 

委員長 次回及び次々回の定例選挙管理委員会について、 

次回の委員会については、令和3年8月下旬に開催で、別途事務局

から日程調整 

次々回の委員会については、令和3年9月～10月にかけて衆議院議

員選挙執行時に開催で、別途事務局から日程調整すること、 

について確認した。 

委員会の閉会宣言 

上記議事録に相違ないことを確認しました。 

  令和 3年  月  日 

 

             委員長                    

 

             委 員                    


